
『
最
善
の
努
力
を
』

『
議
会
改
革
を
確
実
な
も
の
に
』

そ
の
よ
う
な
現
状
で
、二
元
代
表
制
の
一

翼
を
担
う
、議
会
と
し
て
は
、本
会
議
、常

任
委
員
会
の
審
議
な
ど
、今
ま
で
以
上
に
専

門
的
に
内
容
を
掘
り
下
げ
、議
案
審
議
に

全
力
で
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

議
会
と
し
て
、専
門
的
知
識
を
習
得
し
、

さ
ら
に
、議
案
審
議
・
政
策
立
案
能
力
も
、

確
実
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。今

ま
で
以
上
に
議
会
事
務
局
職
員
と
連
携

し
、更
な
る
体
制
強
化
が
必
要
と
考
え
ま

す
。

議長　小平吉保

副議長　大久保功身

3
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今
、茅
野
市
議
会
議
員
は
、住
民
の
皆
さ

ん
か
ら
選
挙
で
選
ば
れ
た
議
員
と
し
て
、真

価
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、議
会
全
体
と
し
て
議
会
運
営
の
役

割
は
幅
広
く
、市
民
か
ら
大
き
な
期
待
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
経
済
状
況
の
改
善
が
進
ま
な
い

中
、茅
野
市
に
お
い
て
も
、市
財
政
が
拡
大

で
き
な
い
現
状
で
は
あ
り
ま
す
が
、産
業
経

済
再
生
に
全
力
で
取
り
組
み
、さ
ら
に
多
く

の
新
事
業
が
計
画
さ
れ
て
お
り
ま
す
。こ
の

推
進
に
は
、議
会
と
し
て
も
注
視
し
取
り
組

ま
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
５
月
臨
時
議
会
に
お
い
て
正
副
議
長

及
び
各
委
員
会
等
の
改
選
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
正
副
議
長
よ
り
ご
挨
拶
申
し
上

げ
ま
す
。

こ
の
度
、市
議
会
役
員
改
選
に
よ
り
、浅

学
非
才
に
も
関
わ
り
ま
せ
ず
、副
議
長
の
大

役
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

副
議
長
と
し
て
、議
員
の
専
門
的
知
識
を

高
め
る
た
め
、茅
野
市
議
会
と
し
て
の
明
確

な
方
向
性
を
見
出
し
議
員
活
動
に
役
立
た

議
長
あ
い
さ
つ

副
議
長
あ
い
さ
つ

第6号

せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

議
会
も
平
成
23
年
改
選
を
機
に
、議
会

改
革
の
取
組
が
、議
員
総
意
の
も
と
進
め
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、市
政
も
、ソ
フ

ト
、ハ
ー
ド
両
面
で
大
変
重
要
な
時
期
で
ご

ざ
い
ま
す
。市
民
の
負
託
に
答
え
る
市
議
会

の
責
務
も
い
よ
い
よ
重
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。こ

の
よ
う
な
時
期
に
、は
た
し
て
副
議
長

と
し
て
議
長
補
佐
の
重
責
を
全
う
し
う
る

か
ど
う
か
、心
中
不
安
も
感
じ
て
い
る
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、先
輩
の
皆
様
や
、議

員
諸
兄
の
ご
協
力
を
得
ま
し
て
、最
善
の
努

力
を
尽
く
し
、も
っ
て
無
事
に
任
務
を
果
た

し
た
い
と
決
意
を
新
た
に
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。こ
の
上
も
ご
指
導
、ご
鞭
撻
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、就
任
の
挨
拶

と
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、常
任
委
員
会
の
行
政
視
察
に
つ
い

て
は
、研
修
の
成
果
を
茅
野
市
議
会
と
し
て

政
策
立
案
し
て
い
く
こ
と
が
、市
民
の
議
会

活
動
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
繋

が
る
と
考
え
ま
す
。ま
た
、前
期
の
議
会
改

革
内
容
も
時
間
を
か
け
、知
恵
を
出
し
合

い
、ま
と
め
あ
げ
た
大
切
な
議
会
改
革
で

す
。こ
の
議
会
改
革
を
確
実
な
も
の
に
す
る

た
め
、議
会
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
考
え
ま
す
。



総
務
環
境
委
員
会
は
、茅
野
市
の
道
し

る
べ
と
な
る「
市
民
プ
ラ
ン
」の
策
定
管
理

や
そ
の
実
現
に
向
け
た
財
政
運
営
を
は

じ
め
、災
害
な
ど
の
危
機
管
理
や
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

市
の
中
枢
機
能
を
担
う
企
画
総
務
部
と

市
民
生
活
に
直
結
す
る
ご
み
処
理
、公
害

防
止
、環
境
保
全
、住
民
登
録
や
戸
籍
、

市
税
を
管
理
す
る
市
民
環
境
部
、更
に
緊

急
・
救
急
時
に
重
要
な
役
割
を
担
う
消
防

に
関
す
る
こ
と
や
会
計
、選
挙
管
理
委
員

会
、公
平
委
員
会
、監
査
委
員
に
関
す
る

事
項
を
所
管
し
て
お
り
ま
す
。

総務環境委員会
平成25年委員長 小松  一平

議会運営委員会
平成25年委員長 野沢  明夫

経済建設委員会
平成25年委員長 宮坂  武男

　

昨
年
度
の
市
の
機
構
改
革
に
伴
っ

て
所
管
名
称
が
変
更
と
な
り
、常
任

委
員
会
の
委
員
構
成
も
変
わ
り
ま
し

た
の
で
、委
員
会
と
委
員
の
紹
介
を

い
た
し
ま
す
。

　

  （
平
成
25
年
５
月
10
日
か
ら
）

小
松
一
平（
委
員
長
）

細
川
治
幸（
副
委
員
長
）

伊
藤
勝
　
小
平
吉
保
　

堀   

晃
　
樋
口
敏
之

前
列
左
か
ら
・・・・・・・

後
列
左
か
ら
・・・・・・・

宮
坂
武
男（
委
員
長
）

山
岸
正
衛（
副
委
員
長
）

勅
使
川
原
は
す
み
　
篠
原
啓
郎

北
沢
千
登
勢

前
列
左
か
ら
・・・

後
列
左
か
ら
・・・

野
沢
明
夫（
委
員
長
） 

両
角
昌
英（
副
委
員
長
）

細
川
治
幸     

山
岸
正
衛

小
平
吉
保
　  

大
久
保
功
身

北
沢
千
登
勢  

樋
口
敏
之

前
列
左
か
ら
・・・・・

後
列
左
か
ら
・・・・・

勅
使
川
原
は
す
み（
委
員
長
）

小
池
賢
保 （
副
委
員
長
）

前
列
左
か
ら
・・・・

伊
藤
玲
子（
委
員
長
）

小
池
賢
保（
副
委
員
長
）

両
角
昌
英
　
大
久
保
功
身

望
月
克
治
　
野
沢
明
夫

前
列
左
か
ら
・・・・・・

後
列
左
か
ら
・・・・・・

『
住
ん
で
良
か
っ
た
と
思
え
る

茅
野
市
を
目
指
し
て
』

福祉教育委員会
平成25年委員長 伊藤  玲子

茅
野
市
で
は
、昨
年
の
４
月
に
大
規
模

な
組
織
改
正
が
行
わ
れ
、保
育
所
や
子
ど

も
に
関
す
る
事
務
を
、教
育
委
員
会
に
持

た
せ
る
こ
と
で
、乳
幼
児
か
ら
保
育
園
・

小
学
校
・
中
学
校
へ
と
子
ど
も
に
関
わ
る

事
業
を
総
合
的
に
行
い
、切
れ
目
の
な
い

子
育
て
支
援
を
行
う
推
進
体
制
を
整
え

『
笑
顔
あ
ふ
れ
る
茅
野
市
に
』

予算決算委員会
平成25年委員長 勅使河原はすみ

※

予
算
決
算
委
員
会
は
、議
員
17
人
全
員
で
構
成
さ

　
れ
て
い
ま
す
。

『
税
金
の
使
途
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
』

『
個
々
の
意
見
が

反
映
さ
れ
る
議
会
に
』

総
務
文
教
が
総
務
環
境
に
、

社
会
環
境
が
福
祉
教
育
に
変

わ
り
ま
し
た
。　

委
員
会
は
、17
人
の
議
員
全
員
で
構
成

さ
れ
、一
般
会
計
・
特
別
会
計
及
び
市
企
業

会
計
の
当
初
予
算
、補
正
予
算
の
審
査

と
、決
算
の
認
定
に
関
す
る
事
項
を
受
け

持
っ
て
い
ま
す
。予
算
・
決
算
に
関
す
る
こ

と
を
一
つ
の
常
任
委
員
会
と
し
て
受
け
持

ち
、き
め
細
か
く
審
査
し
ま
す
。こ
れ
は
茅

野
市
議
会
の
特
徴
で
も
あ
り
ま
す
。

当
初
予
算
に
つ
い
て
は
、３
月
定
例
会

で
市
長
の
予
算
編
成
方
針
を
も
と
に
、部

課
長
か
ら
説
明
を
受
け
て
２
日
間
を
か

け
て
細
か
く
審
議
し
ま
す
。

決
算
に
つ
い
て
は
、９
月
定
例
会
で
の

認
定
審
査
と
な
り
ま
す
が
、こ
れ
も
部
課

長
よ
り
説
明
を
受
け
２
日
間
を
か
け
て

議
会
運
営
委
員
会
の
役
割
は
、①
議
会

の
運
営
に
関
す
る
事
項
、②
議
会
の
会
議

規
則
、委
員
会
に
関
す
る
条
例
等
に
関
す

る
事
項
、③
議
長
の
諮
問
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、議
案
や
陳
情
等

の
審
査
を
行
う
こ
と
で
す
。　

現
実
に
は
、

議
会
日
程
、議
案
お
よ
び
請
願
陳
情
の
取

り
扱
い
を
協
議
し
て
い
ま
す
。ま
た
、全
員

が
参
加
す
る
全
員
協
議
会
な
ど
で
合
意

さ
れ
た
事
項
を
議
長
か
ら
諮
問
を
受
け

て
調
査
し
た
り
し
ま
す
。

過
去
の
本
会
議
で
は
、市
長
発
言
を
め

ま
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
、議
会
の
常
任
委
員
会
も

担
当
部
局
を
見
直
し
、健
康
福
祉
部
・
教

育
委
員
会
・
福
祉
事
務
所
に
関
す
る
事
項

を
、「
福
祉
教
育
委
員
会
」と
し
て
受
け
持

つ
こ
と
に
し
ま
し
た
。

混
沌
と
し
た
社
会
情
勢
の
な
か
で
、子

ど
も
や
弱
い
立
場
の
方
々
が
笑
顔
で
暮

ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、そ
の
ま
ち
の「
福

祉
教
育
」が
、本
当
に
豊
か
か
ど
う
か
が

問
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。当
市
に
お

い
て
も
、超
高
齢
化
に
よ
る
様
々
な
課
題

や
少
子
化
に
よ
る
様
々
な
課
題
、ま
た
、

誰
も
が
住
ん
で
良
か
っ
た
と
言
え
る
地
域

づ
く
り
な
ど
、取
り
組
む
べ
き
課
題
は
山

積
み
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
の
た

め
に
も
、「
福
祉
教
育
委
員
会
」と
し
て
地

域
や
関
係
機
関
や
当
事
者
の
方
々
の
声

を
し
っ
か
り
聞
き
と
り
、学
び
、協
働
し
、

市
政
に
反
映
さ
せ
て
い
き
た
い
と
願
っ
て

い
ま
す
。

『
地
域
産
業
の
活
性
化
に
向
け
て
』

ぐ
る
取
扱
い
で
紛
糾
す
る
場
面
も
あ
り
ま

し
た
が
、最
近
の
議
会
で
は
、平
穏
に
か
つ

円
滑
な
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま

す
。他
の
常
任
委
員
会
が
、議
案
や
陳
情

の
中
身
を
常
に
審
査
す
る
こ
と
と
違
い
、

こ
の
委
員
会
は
、議
会
運
営
上
の
懸
案
に

な
っ
て
い
る
問
題
の
提
案
が
な
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、そ
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
る

と
言
え
ま
す
。

委
員
長
と
し
て
調
査
審
査
に
当
た
り

公
平
公
正
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、委
員

個
々
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
様
に
注
意
を

払
っ
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

経
済
建
設
委
員
会
は
、産
業
経
済
部
、

都
市
建
設
部
、農
業
委
員
会
に
関
す
る
事

項
を
受
け
持
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、宅
地
開
発
に
伴
う
市
道

の
認
定
や
、農
業
・
産
業
関
係
の
審
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。

経
済
建
設
委
員
会
と
し
て
、今
後
、国

が
予
算
付
け
し
た
地
域
活
性
化
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
を
活
用
し
、建
設
的
な
考
え
で
、地

域
産
業
の
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

当
委
員
会
で
は
、元
気
で
豊
か
な
安
心

安
全
の
茅
野
市
と
市
民
福
祉
の
向
上
を

目
指
し
て
、議
会
が
果
た
す
べ
き
役
割
を

自
覚
し
、委
員
の
資
質
の
向
上
や
見
識
を

深
め
る
た
め
の
活
動
を
積
極
的
に
実
施

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。市
民
の
皆

様
の
声
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

審
査
し
ま
す
。委
員
会
で
は
、事
務
事
業

評
価
等
も
参
考
に
し
な
が
ら
、次
年
度
の

事
業
や
予
算
の
執
行
に
反
映
さ
れ
る
よ
う

に
細
か
く
審
査
し
て
い
ま
す
。

補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、地
方
自
治
法

第
二
一
八
条
第
一
項
で「
予
算
の
調
整
後
に

生
じ
た
事
由
に
基
づ
い
て
、既
定
の
予
算

に
追
加
そ
の
他
の
変
更
を
加
え
る
必
要
が

生
じ
た
と
き
」に
補
正
予
算
を
編
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

で
、茅
野
市
で
は
４
回
の
定
例
会
で
毎
回

補
正
予
算
の
審
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、市
民
の
皆
様

の
税
金
が
投
入
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
今
後
も
な
お
一
層
厳
し
く
審
査
し
て
ま

い
り
ま
す
。



平
成
25
年
６
月

平
成
25
年
６
月

定
例
会

定
例
会

　

茅
野
市
議
会
６
月
定
例
会
は
、
５
月

30
日（
木
）か
ら
６
月
21
日（
金
）ま
で
の

会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

補
正
予
算
や
条
例
な
ど
19
議
案
が
審

議
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
承

認
、可
決
、同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、請
願
１
件
は
不
採
択
、陳
情
１

件
は
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

各
議
案
の
一
覧
及
び
、
議
決
結
果
は
、

７
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。ま
た
、
審

査
経
過
及
び
結
果
は
、
常
任
委
員
会
報

告
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
予
算
決
算
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
案

件
は
、議
案
２
件
。

予
算
決
算
委
員
会

委
員
長

勅
使
川
原
は
す
み

６
月
13
日
開
催

議
案
第
57
号

「
平
成
25
年
度
茅
野
市
一
般
会
計
補
正
予

算（
第
１
号
）に
つ
い
て
」

　
６
月
定
例
会
に
お
い
て
、総
務
環
境
委

員
会
が
審
査
し
た
案
件
は
、議
案
４
件
。

　

こ
の
議
案
は
、「
茅
野
市
土
地

開
発
公
社
解
散
プ
ラ
ン
」に
基
づ
き
、茅

野
市
土
地
開
発
公
社
を
解
散
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関

す
る
法
律
第
22
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

　

質
疑
で
は
、議
決
後
の
認
可
申
請
の
日

程
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、市
側
か
ら
は
、

議
決
後
す
ぐ
に
認
可
申
請
を
す
る
と
い

う
こ
と
で
な
い
が
、３
セ
ク
債
の
許
可
申

請
と
併
せ
て
、平
成
26
年
３
月
に
一
連
の

許
可
決
定
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、し
っ
か

り
と
段
取
り
を
踏
み
な
が
ら
、手
続
き
を

進
め
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

総
務
環
境
委
員
会

委
員
長

小
松
一
平

６
月
14
日
開
催

議
案
第
48
号

「
茅
野
市
土
地
開
発
公
社
の

 

解
散
に
つ
い
て
」

　

こ
の
議
案
は
、第
１
款
資
本

的
支
出
の
予
定
額
を
３
、３
５
０
万
円
増

額
し
、９
億
５
、１
０
９
万
３
千
円
と
す

る
も
の
。内
容
は
、蓼
科
地
区
の
配
水
管

漏
水
発
生
の
た
め
の
建
設
改
良
費
。

議
案
第
58
号

「
平
成
25
年
度
茅
野
市
水
道
事
業
会
計
補   

 

正
予
算（
第
１
号
）に
つ
い
て
」

路
維
持
修
繕
事
業
費
１
億
１
、３
２
０
万

４
千
円
、介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
特
別

対
策
事
業
と
し
て
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
へ

の
補
助
金
な
ど
介
護
保
険
関
連
費
２
億

３
、６
０
０
円
。

　

歳
入
で
は
、市
債
の
57
億
４
、５
４
０

万
円
、繰
越
金
２
億
８
、２
１
７
万
５
千

円
、県
支
出
金
２
億
１
、０
１
９
万
１
千

円
が
主
な
内
容
。

　

こ
の
議
案
は
、歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
63
億

１
、９
６
１
万
９
千
円
を
追
加
し
、歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
８
３
億
１
、９
６
１
万

９
千
円
と
す
る
も
の
。

　

補
正
の
主
な
内
容
は
、歳
出
で
は
、土

地
開
発
公
社
の
解
散
に
伴
う
土
地
開
発

公
社
債
務
代
位
弁
済
57
億
円
、冬
季
除

雪
に
係
る
除
雪
用
重
機
借
上
料
な
ど
道

年
度
茅
野
市
一
般
会
計
補
正
予

算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

会
計
補   

は
、「
茅
野
市
土
地

　
６
月
定
例
会
に
お
い
て
、経
済
建
設
委

員
会
が
審
査
し
た
案
件
は
、
議
案
５
件
、

請
願
１
件
。

経
済
建
設
委
員
会

委
員
長
宮
坂  

武
男  

６
月
18
日
開
催

　

こ
の
議
案
は
、茅
野
市
土
地

開
発
公
社
の
解
散
に
伴
い
必
要
と
な
る

債
務
保
証
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
起
債
で
、限
度
額
を
57
億

円
と
す
る
も
の
で
あ
り
、地
方
財
政
法
第

33
条
の
５
の
７
第
１
項
第
３
号
に
規
定

す
る
地
方
債
に
つ
い
て
、長
野
県
知
事
に

許
可
の
申
請
を
す
る
に
当
た
り
、同
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
、議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
。

　

質
疑
で
は
、３
セ
ク
債
償
還
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
確
認
や
、「
茅
野
市
土
地
開

発
公
社
解
散
プ
ラ
ン
」に
お
け
る
繰
上
げ

償
還
に
つ
い
て
、償
還
期
間
を
30
年
と
し

て
い
る
が
、一
年
で
も
早
い
償
還
を
目
指

す
と
い
う
記
載
が
あ
っ
た
が
、ど
の
よ
う

な
方
法
を
考
え
て
い
る
か
と
の
質
問
が
あ

り
、市
側
か
ら
は
、金
融
機
関
を
使
っ
た

起
債
に
お
け
る
30
年
償
還
の
場
合
は
、10

年
償
還
を
３
回
組
む
よ
う
な
形
な
る
の

で
、10
年
ご
と
の
借
り
換
え
時
に
、市
が
公

社
か
ら
引
き
継
い
だ
土
地
を
積
極
的
に

処
分
し
た
売
却
益
を
償
還
財
源
と
し
た

り
、更
に
基
金
の
積
み
立
て
状
況
な
ど
を

政
治
的
に
判
断
す
る
中
で
、返
せ
る
も
の

　

こ
の
議
案
は
、新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に

伴
い
、茅
野
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
本
部
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
。

　

施
行
は
公
布
の
日
。

　

質
疑
で
は
、新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

対
す
る
行
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
は
考
え

て
い
る
か
と
の
質
問
が
あ
り
、市
側
か
ら
、

国
の
行
動
計
画
の
閣
議
決
定
を
受
け
て

県
で
行
動
計
画
を
作
り
、そ
れ
ら
を
受
け

て
市
で
も
作
る
こ
と
と
な
る
と
の
回
答
が

あ
っ
た
。

　

こ
の
議
案
は
、新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に

伴
い
、派
遣
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
手
当

の
規
定
を
整
備
す
る
た
め
の
も
の
。

　

施
行
は
公
布
の
日
。

議
案
第
54
号

「
茅
野
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
本
部
条
例
に
つ
い
て
」

議
案
第
54
号

「
茅
野
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
本
部
条
例
に
つ
い
て
」

議
案
第
55
号

「
茅
野
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て
」

議
案
第
44
号
及
び
第
45
号

「
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
」

議
案
第
46
号

「
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て
」

　

２
議
案
と
も
宅
地
開
発
に

伴
う
市
道
へ
の
認
定（
玉
川
神
之
原
地
籍

及
び
南
小
泉
地
籍
）

　

こ
の
議
案
は
、営
農
上
支
障

と
な
る
た
め
、個
人
か
ら
の
付
け
替
え
申
請

議
案
第
53
号

「
茅
野
市
道
路
等
の
占
用
料
徴
収
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
」

　

こ
の
議
案
は
、道
路
等
の
占

用
料
を
徴
収
す
る
占
用
物
件
に
、新
た
に

太
陽
光
発
電
設
備
及
び
風
力
発
電
設
備

を
加
え
る
た
め
、本
条
例
の
一
部
を
改
め

る
も
の
。

　

委
員
会
と
し
て
、占
用
物
件
に
太
陽
光

発
電
設
備
及
び
風
力
発
電
設
備
が
新
た

に
加
え
ら
れ
た
理
由
、具
体
的
な
占
用
事

例
、赤
線
も
対
象
と
な
る
か
と
の
質
疑
が

さ
れ
た
。

　

市
側
か
ら
は
、道
路
法
施
行
令
の
一
部

改
正
が
、今
年
４
月
１
日
に
行
わ
れ
、占

用
物
件
に
太
陽
光
発
電
設
備
及
び
風
力

発
電
設
備
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

は
、新
型
イ
ン
フ

「
茅
野
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

「
茅
野
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

「
茅
野
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

は
、新
型
イ
ン
フ
ル

「
茅
野
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

て
」

　

２
議
案
と
も
宅
地
開
発
に

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

は
、道
路
等
の
占

議
案
第
49
号

「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
改
革
推
進
債
の

 

起
債
に
係
る
許
可
申
請
に
つ
い
て
」

は
、茅
野
市
土
地

は
で
き
る
だ
け
早
く
返
し
て
い
く
と
の
回

答
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、土
地
処
分
の
手
法
に
つ
い
て
の

質
問
が
あ
り
、市
側
か
ら
は
、土
地
処
分

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
期
間
を
区
切
っ
た
中
で

一
定
の
成
果
を
上
げ
て
き
た
。当
然
、そ
れ

で
終
わ
り
で
は
な
く
、引
き
続
き
、専
門
の

組
織
や
体
制
を
含
め
て
積
極
的
な
処
分

を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
る
。と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

に
よ
る
市
道
の
廃
止（
湖
東
須
栗
平
地
籍
）

経済建設委員会 現地視察
（湖東須栗平地籍）

注
釈
1



　
６
月
定
例
会
に
お
い
て
、福
祉
教
育
委

員
会
が
審
査
し
た
案
件
は
、
議
案
３
件
、

陳
情
１
件
。

福
祉
教
育
委
員
会

委
員
長
伊
藤  

玲
子  

６
月
18
日
開
催

議
案
第
47
号

「
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に

つ
い
て
」

　

こ
の
議
案
は
、財
団
法
人
長

野
県
下
水
道
公
社
の
名
称
が
公
益
財
団

法
人
長
野
県
下
水
道
公
社
に
変
更
さ
れ
た

た
め
、本
条
例
の
一
部
を
改
め
る
も
の
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
は
、

交
渉
内
容
な
ど
が
国
民

に
知
ら
さ
れ
ず
、農
業
に
携
わ
る
方
の
不

安
も
大
き
い
。請
願
書
に
賛
成
で
あ
る
と

の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

一
方
、茅
野
市
の
産
業
を
考
え
る
と
き
、

農
業
だ
け
で
は
な
く
、工
業
や
商
業
の
占

め
る
割
合
も
大
き
い
。全
体
的
な
枠
組
み

で
考
え
る
と
、農
業
だ
け
で
は
な
く
、そ
の

他
の
産
業
の
こ
と
も
考
え
る
べ
き
だ
と
思

　

こ
の
議
案
は
、平
成
19
年
９
月
22
日
の

湖
東
保
育
園
の
運
動
会
に
お
い
て
、園
の

要
請
に
基
づ
き
競
技
の
合
図
と
し
て
ピ
ス

ト
ル
の
発
砲
を
行
っ
た
保
護
者
が
、爆
音

で
右
側
三
半
規
管
の
機
能
が
低
下
し
た

事
故
が
あ
り
、こ
の
事
故
に
係
る
損
害
賠

　

こ
の
議
案
は
、地
域
生
活
支
援
事
業
と

し
て
、新
た
に
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業

を
実
施
す
る
た
め
、茅
野
市
障
害
者
地
域

生
活
支
援
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
た
め
の
も
の
。

　

施
行
は
、平
成
25
年
７
月
１
日
。

　

教
育
の
機
会
均
等
、水
準

確
保
を
実
現
す
る
た
め
に
は
同
制
度
を
不

可
欠
と
し
、廃
止
・
縮
減
す
る
こ
と
な
く
堅

持
す
べ
き
と
の
考
え
か
ら
、採
択
す
べ
き
と

の
意
見
が
多
く
出
さ
れ
た
。

　

ま
た
、陳
情
事
項
の
う
ち
国
庫
負
担
か

ら
既
に
除
外
し
た
旅
費
等
を
復
元
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、疑
問
が
残
る
と
の
声
も

あ
っ
た
が
、地
方
交
付
税
そ
の
も
の
が
減

額
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
般
財
源
と
し

て
で
は
な
く
、特
定
の
財
源
と
し
て
確
保

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
確
認
が
さ

れ
た
。

議
案
第
56
号

「
茅
野
市
下
水
道
条
例
の一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て
」

議
案
第
56
号

「
茅
野
市
下
水
道
条
例
の一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て
」

議
案
第
51
号

「
茅
野
市
障
害
者
地
域
生
活
支
援
事
業

条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
」

議
案
第
51
号

「
茅
野
市
障
害
者
地
域
生
活
支
援
事
業

条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
」

議
案
第
52
号

「
茅
野
市
予
防
接
種
料
実
費
徴
収
条
例

を
廃
止
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

議
案
第
52
号

「
茅
野
市
予
防
接
種
料
実
費
徴
収
条
例

を
廃
止
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

　

こ
の
議
案
は
、茅
野
市
予

防
接
種
料
実
費
徴
収
条
例
の
必

要
性
が
無
く
な
っ
た
た
め
、同
条
例
を
廃

止
す
る
た
め
の
も
の
。

　

予
防
接
種
法
に
よ
っ
て
行
う
予
防
接

種
に
要
す
る
費
用
は
、現
状
、自
己
負
担

は
無
料
だ
が
、同
条
例
で
は
、徴
収
す
る

と
な
っ
て
お
り
、実
態
と
あ
わ
ず
、同
条
例

の
必
要
性
が
無
い
た
め
。

　

施
行
は
交
付
の
日
。

請
願
１

　
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
に
反
対
す
る
請
願
書
」

陳
情
４

「「
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
」

の
堅
持
に
関
す
る
陳
情
書
」

う
。付
加
価
値
の
あ
る
米
を
輸
出
し
て
い

る
よ
う
な
農
家
で
は
、Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
参
加
す

る
こ
と
に
反
対
で
は
な
い
農
家
も
あ
る
。

農
業
に
つ
い
て
は
、Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
関
係
な
く
、

対
策
を
講
じ
て
い
か
な
け
れ
ば
、持
続
可

能
な
日
本
の
農
業
は
成
り
立
っ
て
い
か
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

世
界
は
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
い

る
。茅
野
市
に
お
い
て
も
、世
界
的
な
視

点
で
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
な

ど
の
、請
願
に
は
反
対
で
あ
る
と
の
意
見

が
あ
っ
た
。

償
の
額
の
決
定
に
つ
い
て
、地
方
自
治
法

第
96
条
第
１
項
第
13
号
の
規
定
に
基
づ

き
、議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

　

委
員
会
の
審
査
で
は
、保
険
で
支
払
い

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、今
後
、保
険
料
が

上
が
る
こ
と
は
あ
る
の
か
と
の
質
問
が
あ

り
、市
側
か
ら
は
、今
の
と
こ
ろ
、保
険
料

が
上
が
る
こ
と
は
な
い
と
の
回
答
が
あ
っ

た
。ま
た
、今
後
の
運
動
会
等
に
つ
い
て

は
、よ
り
一
層
注
意
を
し
て
取
り
組
ん
で

い
た
だ
き
た
い
と
の
要
望
が
出
さ
れ
、こ

れ
に
対
し
、一
つ
一
つ
の
行
事
に
お
い
て
、だ

れ
が
責
任
を
持
つ
か
、ど
う
い
う
事
故
が

想
定
さ
れ
て
、ど
う
い
う
対
策
を
と
る
か
、

一
つ
一
つ
確
認
を
し
な
が
ら
、事
故
が
起
こ

ら
な
い
よ
う
対
応
を
と
っ
て
き
た
い
と
の

回
答
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
を
市
の
条
例
の
中
に
反
映
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
た
め
、本
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
。具
体
的
な
占
用
事
例
に
つ
い
て

は
な
く
、赤
線
に
つ
い
て
も
該
当
す
る
場

合
も
あ
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

※

注
釈
1　

赤
線
と
は…
昔
の
公
図
上
で
赤
く

塗
ら
れ
た
道
路
。茅
野
市
内
に
お
い
て
は
車
で
入

る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
細
い
道
路
を
指
す
こ

と
が
多
い
。

不採決

6

承認

承認

可決経

経

経

予

福

福

福

福 採択

総

可決

可決

可決

可決

総

総

可決

同意

可決

可決

可決

経 可決

可決

可決

44

45

46

47

49

50

51

52

58

２１

4

市
長
提
出
議
案

41 茅野市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて

市道路線の認定について（玉川神之原地籍） 

市道路線の認定について（玉川南小泉地籍）

市道路線の廃止について（湖東須栗平地籍）

損害賠償の額の決定について

42 茅野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて

第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請について

茅野市固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求め
ることについて

茅野市障害者地域生活支援事業条例の一部を改正する
条例について 

茅野市予防接種料実費徴収条例を廃止する条例について 

53

54

55

茅野市道路等の占用料徴収条例の一部を改正する
条例について

茅野市新型インフルエンザ等対策本部条例について

茅野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例について

意見書の提出について
（「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求めることについて）

平成２５年度茅野市水道事業会計補正予算（第１号）について

 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する陳情書

承認43 平成２４年度茅野市一般会計補正予算（第１１号）の専決処分の承認を求めることについて  

総 可決48 茅野市土地開発公社の解散について

経 可決56 茅野市下水道条例の一部を改正する条例について

予 可決57 平成２５年度茅野市一般会計補正予算（第１号）について

請願1　ＴＰＰへの参加に反対する請願書　　【委員会　不採択】【本会議　不採択】
陳情2　地球社会建設決議に関する陳情書　　【議場配布】
陳情3　違法な臓器生体移植を禁じることを求める陳情書　　【議場配布】
陳情4　「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する陳情書　　【委員会　採択】【本会議　採択】

6 月定例会　請願・陳情審査結果

不採択

議場配布

議場配布

請 

願 

・
陳 

情

経1

2

3

ＴＰＰへの参加に反対する請願書

地球社会建設決議に関する陳情書

違法な臓器生体移植を禁じることを求める陳情書  

議決日は6月21日の議会最終日（但し、議案第41号、42号、43号及び50号は5月30日の開会日に即決）

総務環境 福…福祉教育

議
員
提
出
議
案



　平成２５年６月定例会の一般質問は、６月１１日、１２日、
１３日の３日間行われ、１４人の議員から２９項目について
の質問が市側に出されました。
　一般質問については、録画映像がホームページからご
覧になれます。実際の質問の様子、市側の答弁について、
ぜひ動画でご覧ください。
　また、同ホームページ内の『会議録検索システム』により、
会議録の閲覧もできますのでご利用ください。

　平成２５年６月定例会の一般質問は、６月１１日、１２日、
１３日の３日間行われ、１４人の議員から２９項目について
の質問が市側に出されました。
　一般質問については、録画映像がホームページからご
覧になれます。実際の質問の様子、市側の答弁について、
ぜひ動画でご覧ください。
　また、同ホームページ内の『会議録検索システム』により、
会議録の閲覧もできますのでご利用ください。

66

（１）バイパスの進捗について
（２）バイパスと旧道の関係について
（３）バイパスと地域振興策について

国道 152号線湯川バイパス
について

（１）現状分析と今後の推計
（２）主要な施策の推進の内容はどの様なものか
（３）人口減少問題対策委員会の設置は考えられないか

人口減少対策について

（１）時間外勤務の実態及び部署毎の特徴的傾向
（２）業務平準化のための協力体制はとれないか
（３）課をまたがる業務発令は可能か
（４）ノー残業デーの活用及び効果
（５）適正配置の指標となっているか

（１）地域の福祉課題は、どのようなものがあると捉えているか
（２）まちづくりにおける行政・住民の役割分担についていかがお考えか
（３）ボランティア・市民活動の意義、役割、課題等をいかがお考えか
（４）地域福祉行動計画を実現していく主体、現況、課題等はいかがお考えか
（５）地域福祉行動計画推進チームの構成、役割、推進計画等はどうなっ
　　 ているか

市職員の時間外勤務の縮減
について

（１）国のデフレ脱却予算が成立し方針が示されたことについて
（２）円安、株価上昇等経済が大きく変動していることについて

国の政策と経済の動向から見
た当初予算の執行について

（１）利用地域の拡大について
（２）事業者が参入しやすいような正確な情報提供について24時間介護サービスについて

（１）岩手県陸前高田市について
（２）宮城県石巻市（三段走仮設住宅）について

（１）現在までの達成状況について
（２）市民プラン見直し後の計画について
（１）池及び周辺の整備計画について
（２）ほたるの池とし、ほたるを飼育する計画はありますか

（１）身近な公園に、健康遊具を設置することについて
（２）自然とのふれあいや公園の機能を活かした健康づくりなどの取組を
　　 していくことについて

（１）捕獲後の処理対策はありますか

復興支援事業について

（１）東海大との連携による高地における運動がもらたす効果の数値化に
　　 ついて
（２）白樺湖活性化協議会の活動内容と今後の方向性について

白樺湖・車山エリアにおける
観光振興策について

（１）区、自治会における自主防災組織と消防団の結成状況について
（２）新しく出来た区などが東日本大震災等を教訓にして自ら消防団組織
　　 を新規に立ち上げることについて
（３）区、自治会が常に災害に備える必要性について

地域の防災活動の推進につ
いて

「第２次福祉２１ビーナス
プラン」の実現に向けた取
組について

（１）事前に調査後の住民負担等についての説明を十分にすることについて
（２）調査期間の短縮について
（３）調査実施済み地区と未実施地区との不公平感をなくす必要性について

地籍調査について

茅野市の歌の普及について

運動公園ジャブジャブ池について

ニホンジカ捕獲後の処理について

公園を活用した健康づくり・
介護予防などについて

件 名 要 旨

篠
原
啓
郎

細
川
治
幸

野
沢
明
夫

両
角
昌
英

山
岸
正
衛

伊
藤
玲
子

1

2

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

（１）温泉施設の利用状況について
（２）利用者の構成及び目的について
（３）今後の展開について
（４）休館日について

市内温泉施設について

（１）目的と内容について
（２）期待する効果について
（３）改善点について
（４）地域経営会議との関係について

防災行政無線放送について

（１）市職員が講演し謝礼を貰うことは地方公務員法に抵触するか
（２）地方公務員法第38条の解釈について
（３）同条第２項の許可基準はあるのか
（４）臨時職員・特別職の扱いについて
（５）同法第35条の職務専念の義務について
（６）特別職の兼業禁止について株式会社とＮＰＯ法人は同じ扱いか

部課長プレゼンテーション
について

（１）地域活動の拠点としての公民館の位置付けと活動領域について
（２）公民館活動を「地域づくりにつなげる」ための考えや、その具体　
　　 的支援について
（３）公民館専門委員の育成と活用について
（４）民間からの公民館長について

公民館の役割について

（１）災害時の使用について
（２）警察依頼の放送について
（３）各種行政情報の周知について

（１）市の対応
（２）職員組合との話し合いは持たれているのか
（３）市のラスパイレス指数

（１）市内小中学校（幼・保育園含む）の子供達への防災教育の現状につ
　　 いて
（２）災害対策本部と避難所間の連絡手段及び情報収集について

（１）槻木の舞台の改修について
（２）付替道路について

（１）プライマリーバランスの考え方について
（２）身の丈の予算について
（３）予算の枠配分の考え方について
（１）現在の管理状況について
（２）今後の管理の考え方について

（１）泉野小学校体育館吊り天井について

（１）県道上槻木矢ケ崎線歩道設置の進捗について
（２）県道神ノ原青柳停車場線と市道グリーンライン交差点の改良工事の
　　 進捗状況について
（３）都市計画道路上原上道線の見直しの状況について
（４）粟沢区内市道擁壁の危険性について

茅野市八ヶ岳総合博物館の展示の更新及び科学教育の振興は今後いかにあるべきか

（１）｢地域の元気臨時交付金」の活用は予定しているか
（２）どのような事業を予定しているか
（３）今後予定している施策で前倒しできるものはあるか
（４）予算の組み替えなども視野に入れて計画しているか

地域の元気臨時交付金の有
効活用について

防災教育と災害発生時の連
絡手段について

（１）予防に対する取組
（２）定期健診の受診率
（３）予防接種の接種率と副反応の有無、あればその事例

子宮頸がん予防について

国からの地方公務員給与の引
き下げ要請について

公務員の兼業について

今後の予算規模の考え方について

圃場整備内の道路敷き部分の管
理について

道路行政について

公の施設の安全性について

地域文化芸能の地域おこしに
ついて

件 名 要 旨

小
池
賢
保

小
松
一
平

北
沢
千
登
勢

望
月
克
治

堀
　
　
晃

伊
藤
　
勝

宮
坂
武
男

樋
口
敏
之

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

茅野市の課題
を問う



福岡県福岡市　リース方式による市有施設のLED化について
　　　　　　　レアメタルの廃棄物からの再資源化について
　　　　　　　食品リサイクルループについて
熊本県水俣市　環境モデル都市づくりについて
熊本県合志市　地域公共交通について

福岡県北九州市　北九州市観光振興プランについて
大分県竹田市　　温泉の活用と地域づくりについて
福岡県糸島市　　上下水道の民間委託について

広島県呉市　　ジェネリック薬品使用促進通知サービスについて
岡山県倉敷市　介護支援いきいきポイント制度について　　　　　　　　　　
　　　　　　　子育て情報発信強化事業・子育て力向上事業について
　　　　　　　「総合療育相談センターゆめぱる」の取組について
愛知県半田市　「はんだまちづくりひろば」の取組について

総務環境委員会　　平成２５年７月１日（月）から７月３日（水）まで（３日間）

経済建設委員会　　平成２５年７月８日（月）から７月１０日（水）まで（３日間）

福祉教育委員会　　平成２５年７月２４日（水）から７月２６日（金）まで（３日間）

茅野市議会では、市政の発展と向上のため、委員会ごとに視察
目的を定めて、先進的な自治体等を訪問して研修を受けています。
今年は、下記日程で視察をしました。
視察の報告につきましては、次号に掲載予定です。

■諏訪南行政事務組合議会議員

■諏訪市・茅野市衛生施設組合議会議員

■諏訪中央病院組合議会議員

伊藤  勝・小池賢保・小松一平・細川治幸・山岸正衛

篠原啓郎・樋口敏之・堀  晃

■白樺湖下水道組合議会議員 伊藤玲子・宮坂武男・篠原啓郎・堀   晃・勅使川原はすみ・両角昌英
山岸正衛・大久保功身・小平吉保

北沢千登勢・伊藤玲子・樋口敏之・勅使川原はすみ・野沢明夫

諏訪中央病院組合は、諏訪中央病院等の事務を処理するために、茅野市、諏訪市、原村の３市村で組織する一
部事務組合です。議会は、組織市村議会から選出された茅野市５人、諏訪市１人、原村１人の議員で構成され
ています。

一部事務組合は、隣接する市町村が病院、下水道、ゴミ処理場、火葬場などの運営を共同で行うために設置する組織
で、地方公共団体の組合のひとつです。

平成25年５月に一部事務組合議会等の構成議員が変わりましたのでお知らせします。

平成25年度から広報公聴機能の充実のために設置されました

議会だよりに関する事項、議会のホームページに関する
事項、その他情報発信に関する事項を担当します。

議会報告会に関する事項、その他公聴に関する事項を
担当します。

諏訪市・茅野市衛生施設組合は、諏訪市と茅野市が協同でし尿及び浄化槽汚泥を処理する施設「中央アメニ
ティパーク」を設置、経営する一部事務組合です。議会は、組織市議会から選出された諏訪市４人、茅野市３人
の議員で構成されています。

諏訪南行政事務組合は、諏訪市、茅野市、富士見町、原村の４市町村で組織する火葬場の管理、運営と諏訪市
を除く３市町村で組織する諏訪南清掃センターの管理、運営及び広域ごみ処理計画の策定に関する事務を
行っている一部事務組合です。議会は、組織市町村議会から選出された諏訪市３人、茅野市５人、富士見町
３人、原村２人の議員で構成されています。

白樺湖下水道組合は、白樺湖浄化のために茅野市と立科町で設立した一部事務組合で、白樺湖浄化センター
を初めとする白樺湖下水道の設置及び管理を行っています。議会は、組織市町議会から選出された茅野市９
人、立科町４人の議員で構成されています。

■諏訪広域連合議会議員 宮坂武男・望月克治・両角昌英・大久保功身・小平吉保

■部 会 長　堀　晃　■副部会長　樋口敏之　
■部      員　北沢千登勢　宮坂武男　篠原啓郎
　　　　      小松一平　山岸正衛

■部 会 長　野沢明夫　■副部会長　伊藤  勝
■部      員　伊藤玲子　小池賢保　望月克治　
　　　　   　勅使川原はすみ　細川治幸　両角昌英

諏訪広域連合は、市町村が単独で行うことが難しい事務や、広域にわたって処理することが適当な事務（消
防・介護保険・高齢者福祉施設等）を共同で行うために設立された特別地方公共団体で、諏訪６市町村で、
組織しています。議会は、組織市町村議会から選出された 22名の議員で構成されています。

■消防委員 小松一平・細川治幸

茅野市消防委員会は、茅野市の消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善強化に関する事項、その他消防に
関する重要な事項について、市長の諮問に応じ、調査、審議することを任務としています。茅野市議会から
2人の議員が選出されています。

平成25年５月10日から

【 広報公聴委員会 】

平成25年 5月10日から【 監査委員 】

平成25年 5月15日から【 審議会委員等選出表 】
監査委員

都市計画審議会 堀晃、細川治幸、野沢明夫、両角昌英
篠原啓郎
伊藤玲子
宮坂武男
小松一平

北沢千登勢

小平吉保

小平吉保
小平吉保

望月克治、山岸正衛

樋口敏之、勅使川原はすみ
伊藤勝、小池賢保

小平吉保、大久保功身、伊藤玲子、宮坂武男、小松一平、勅使川原はすみ

農政審議会
中小企業振興審議会
中小企業制度融資協議会
環境審議会
諏訪湖浄化対策連絡協議会
民生委員推薦会
行財政改革推進市民委員会
社会福祉協議会理事
諏訪湖流域下水道推進協議会
地域福祉審議会
防災会議
国民保護協議会

審議会等名称 議員氏名

北沢千登勢
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◎宮坂武男　細川治幸

～茅野市議会に会派ができました～

　私たちは、理想都市茅野市実現のため、一人一人が自立した議員として認め合い、各自の問題意識に基
づき、自由な調査・研究・議論をもって、自己を高めようとする議員の集合体であり、その全ての責任を自分
自身で負い、協力・協働して目的達成のため、行動する。本会は、政策形成能力を持ち、茅野市政発展にふ
さわしい意思決定機関・チェック機関として恥じない、充実した活力のある議会を実現させるものである。

しん　せい　かいしん　せい　かい
認定年月日
平成 25年 6月 21日

◎両角昌英　勅使川原はすみ
　山岸正衛　小松一平　　

　本会は、茅野市政の発展に寄与することを目的とし、常に改革を意識し、市政に市民の声を反映させると
ともに、積極的な調査、研究、議論を重ね、行財政のチェックのほか政策等を提言し元気な茅野市を目指す。

認定年月日
平成 25年 7月 17日

認定年月日
平成 25年 7月 17日◎篠原啓郎　樋口敏之

　究風会は、市政発足以来諸先輩議員が培った茅野市議会の価値のある歴史を土台に、市民の声や時代
の流れを究め、協働と連携を基本理念に茅野らしい特徴ある会派を目指します。
　会派運営は、議会の未来のあり方など議会運営において、市民本位の考え方を基軸に会派のメリット・
デメリットを鑑み、次代に繋がるような運営を考える、茅野市が大好きな会派です。

◎は代表者

やく　どうやく　どう

きゅう　ふう　かいきゅう　ふう　かい

「究風会」「究風会」

「新政会」「新政会」

「躍動ちの」「躍動ちの」
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　茅野市地域づくり政策研究会（議員連盟）では、地域づくりに対してのご意見を伺う懇談会を下記のとおり
開催します。多くの方のご参加をお待ちしております。（申し込み必要）

平成２５年８月２２日（木）　
午後７時
ちの地区センター会議室
地域づくりに提言のある方
４０名程度

ワークショップ形式の懇談会
住所・氏名・年齢・職業・所属団体等をそえて下記メールまで
akky4241@po30.lcv.ne.jp
地域づくり政策研究会（議連）　
ＴＥＬ0266－77－2058　野沢明夫

【日 時】

【場 所】
【募 集】
【定 員】

【 内 容 】
【 申 込 】

【問 合 せ】

第二回地域づくり懇談会開催のご案内

次号（第7号）は平成２５年11月１日発行予定です。


